
※期間中でも予算上限に達し次第、 終了となります 。 

※ポイント有効期限（令和８年２月２８日(土)）に変更はありません。  

※すでに6,000ポイントのポイント還元を受け取った人は対象外です。  

還元 
期間 

令和７年11月30日(日) 
 

         ▼ 

令和７年1２月3１日(水) 

還元期間を 

 延長します！ 

           （連絡先）伊勢崎市ＩＳＥＣＡ窓口 

 0270-27-6275（平日9時～17時） 

    ３０％還元 ISECA 

    プレミアムキャンペーン     

くわまる ©ISESAKI-CITY 

伊勢崎市ホームページ 

大好評につき期間延長！詳しくは 

伊勢崎市ホームページにアクセス！ 


